
第３回長崎県鳥インフルエンザ警戒連絡会議次第

（書面開催）

開催日：令和６年１２月２０日（金）

                

１ 鹿児島県霧島市における鳥インフルエンザ発生状況、本県の

防疫対応等

２ 食の安全・安心に関する対応について

３ 野鳥における鳥インフルエンザの対応について

４ 健康危機管理の対応について



長崎県鳥インフルエンザ
警戒連絡会議資料
【農林部】

令和６年１２月２０日

長崎県



発生状況等①

１

１ 発生農場の概要
・所在地：鹿児島県霧島市
・飼養状況：約１０万羽（肉用鶏）

本県との直線距離 約120km



発生状況等②

２

2 経緯

（1）12月19日（木）、鹿児島県は、霧島市の肉用鶏農場から、
死亡鶏が増加したとの通報を受け、農場への立入検査を実施。

（2）当該家きんについて、鳥インフルエンザの簡易検査で陽性を
確認。

（3）12月20日（金）、当該家きんについて遺伝子検査の結果、
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。



防疫対応

３

（１）疑似患畜確定を受け、発生農場での殺処分を12月20日午前10時から開始。

（２）周辺農場の移動制限措置及び消毒ポイントでの車両消毒を12月20日午前

10時から実施。

〇制限区域内の飼養状況

飼養羽数農場数区域

約３６．７万羽9移動制限区域（～3km）

約６４０．５万羽63搬出制限区域（３～10km）

〇消毒ポイント

設置場所道路名称

霧島市国分下井（国分海浜公園駐車場）国道504号線①

霧島市福山町福山（福山活性化センター）国道504号線②

霧島市福山町福沢（JAあいら福山ライスセンター）国道10号線③

曽於市末吉町深川（（株）大隅衛生曽於横）国道10号線④

①

② ③

④

（鹿児島県HPより）



今シーズンの国内での発生状況

※疫学関連農場

殺処分
羽数(万羽)

用途
疑似患畜
確定日

市町名発生県事例

2肉用鶏10月17日厚真町北海道1

3.7採卵鶏10月23日香取市千葉県2

0.0188採卵鶏10月26日上越市新潟県3

40.2採卵鶏10月31日大田市島根県4

33.7採卵鶏11月6日胎内市新潟県5

4.3採卵鶏
11月7日

三豊市香川県
6

2.8採卵鶏観音寺市香川県※

12.3肉用鶏
11月10日

石巻市宮城県
7

4.8肉用鶏石巻市宮城県※

4.4採卵鶏11月12日旭川市北海道8

1.5採卵鶏11月19日本巣市岐阜県9

11.3採卵鶏11月20日出水市鹿児島県10

0.2528あひる（肉用）11月25日行田市埼玉県11

3.5肉用鶏12月３日川南町宮崎県12

15採卵鶏

12月10日

西条市愛媛県

13 8.6採卵鶏西条市愛媛県※

0.002採卵鶏今治市愛媛県※

11採卵鶏12月19日西条市愛媛県14

10肉用鶏12月20日霧島市鹿児島県15

169.4計

４

（12月20日時点）

●家きん11道県で1５事例の発生

●野鳥を含めると2１道県での確認



本県の防疫対応

５

異状の有無の確認及び注意喚起

・随時、発生情報等を全家きん農場及び関係団体等へ提供し、注意喚起を実施。

・1０月25日（金）から、毎週末に家きん農場に対し、注意喚起及び異状の
有無の確認を実施（令和７年5月まで継続予定）。

・11月18日（月）から11月29日（金）までを実施期間として、家きん農場を
対象に一斉緊急消毒を実施。以降の継続実施について指導。



本県の防疫対応（強化対策）

６

12月2日から強化対策指導を実施中。

１ 塵埃対策、環境中のウイルス量低減対策
●取組内容
すべての家きん飼養農場に対し、待ち受け消毒として効果的である
「鶏舎周辺の消石灰散布」を継続して毎週１回程度実施するとともに、
埃がひどく舞っている時や乾燥注意報時に鶏舎内粉塵侵入防止のため逆
性石鹸等の消毒薬散布を適宜実施するよう指導｡
●方法
・リーフレット等により消毒の実施を指導する。
・消毒の実施状況は、週末の異状の有無と合わせて確認中。

２ 再発・大規模農場対策（10万羽以上）
●取組内容
該当農場に対し、飼養衛生管理基準の遵守徹底状況等の再点検を実施。

●方法
農場へ立ち入り指導を実施。

現時点までに異状の報告なし。



本県の防疫対応（年末年始休暇期間中の防疫対策の徹底）

７

12月19日付けで、畜産関係団体、市町、各振興局等県機関あて

に年末年始及び旧正月の時期における家畜防疫対策の徹底につい

て通知済み。

【通知内容】

●農場における病原体侵入防止対策の徹底

●飼養家きんの健康観察、異状を認めた場合の早期通報の徹底

●休暇期間中における疾病の発生に備えた事前準備

※別途、家畜保健衛生所から各農場へ周知。



長崎県鳥インフルエンザ
警戒連絡会議

【県民生活環境部】
＜食の安全・安心に関する対応について＞

＜野鳥における鳥インフルエンザの対応について＞
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食の安全・安心に関する対応について

１

１．食鳥処理場における確認事項
（１）発生農場からの搬入状況

（2）本日の検査状況

※食鳥検査：生体時に外観や動作に異常がないか、死んでいる鶏が異常に多くないか
といったことの確認、及び解体後に内臓等に病変がないかといった検査を実施

措置状況羽数搬入の有無所在地処理場の名称

羽有・無諫早市Ａ処理場

羽有・無諫早市Ｂ処理場

羽有・無島原市Ｃ処理場

羽有・無佐世保市Ｄ処理場

異常の状況異常の有無処理場の名称

有・無Ａ処理場

有・無Ｂ処理場

有・無Ｃ処理場

有・無Ｄ処理場

２．鶏肉・鶏卵の安全性にかかる風評被害の発生防止
内閣府食品安全委員会が示している「鶏肉･鶏卵は安全であり、それらを食べることで感染することはない」という考
え方をホームページでお知らせするとともに、保健所の協力を得ながら、県民からの相談等に応じる体制を整えており

ます。



鶏肉・鶏卵の安全性にかかる風評被害の発生防止（１）

２



３



鶏肉・鶏卵の安全性にかかる風評被害の発生防止（2）

４



鶏肉・鶏卵の安全性にかかる風評被害の発生防止（3）

５

啓発チラシ



野鳥における鳥インフルエンザの調査状況

６

〇環境省が定める対応レベルに応じた
『死亡野鳥等調査』を実施

現在は「対応レベル３」の対応を実施中

＜発生状況に応じた対応レベルの概要＞

検査数 ６羽 （12/19 現在）
（全て「陰性」で確定）

〇県内での調査状況（R６年９月～）

〇全国の野鳥における鳥インフルエンザ発生状況
R６年9月～ 84件（12/19現在）

（北海道26、鹿児島県36、新潟県４、
福岡県１、熊本県１、他）

〇鹿児島県霧島市の発生農場周辺１０ｋｍ圏内が、環境省により『野鳥監視
重点区域』に指定され、鹿児島県により野鳥の監視が強化されます。

全 国
対象地

発生状況

対応レベル１通常時

対応レベル２国内単一箇所発生時

対応レベル３国内複数箇所発生時

対応レベル３早期警戒期間（９月～１０月）

※対応レベルが上がると、より少ない死亡個体数で検査

＜過去3年間の県内の調査結果＞

結 果検査羽数年 度

陰性６６R３年9月～8月

陽性２、陰性1113R４年9月～8月

陽性１、陰性2223R５年9月～8月



死亡野鳥等に対する県民の皆様へのお願いについて

７

〇野鳥との接し方については、ＨＰ等において、従来より以下のとおり周知しています。

【野鳥に関する県の連絡先】

県民の皆様へのお願い （野鳥との接し方について）

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。

○同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、 ○野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥イ
県庁、最寄りの県振興局総務課、市役所または町役場へ ンフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそ
ご連絡ください。 れがありますので、野鳥に近づきすぎないように

○死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、 してください。特に、靴で糞を踏まないよう十分
素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。 注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

○日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた ○不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとす
後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配 るのは避けてください。
する必要はありません。

直通電話代表電話連絡先（担当部局）

自然環境課 095-895-2381代表 095-824-1111県民生活環境部自然環境課

総務課 0957-63-5036代表 0957-63-0111島原振興局管理部総務課

総務課 0956-22-0374代表 0956-23-4211県北振興局管理部総務課

総務課 0959-72-4852代表 0959-72-2121五島振興局管理部総務課

総務課 0920-47-4396代表 0920-47-1111壱岐振興局管理部総務課

総務課 0920-52-1206代表 0920-52-1311対馬振興局管理部総務課
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福祉保健部の対応について

１

１.県内で家きんに鳥インフルエンザが発生した場合の対応
（１）防疫作業従事者の健康管理と補助等
①動員者リストの作成
防疫作業従事者の健康管理及び防護服着脱補助のため、約290名
(県内１０保健所及び福祉保健部より動員)の動員者リストを作成済み。
防疫作業の規模に応じ最大４３人の動員班を8.5時間交代で編成し、

現地に派遣。

②必要装備品の在庫量の確認（各保健所へ装備）
健康調査等に要する血圧計、体温計、手指消毒薬等の在庫量を確認
済み。防疫作業における後方支援センターへ動員者が現地へ持参。
○自動血圧計： ４４台
○体温計 ：３２６本
○手指消毒薬：６１ℓ
〇酒精綿：200枚入り68箱
〇消毒用エタノール：１７３ℓ



2

③防疫作業従事者への注意喚起
防疫作業従事者に対し、３ページ掲載の配布資料１を用いて現地で
防疫作業従事前に説明。

（２）養鶏農場の従業者に対する健康調査
養鶏農場の従業者に対し健康調査を行い、鳥インフルエンザウイルス
感染を疑う発熱等の症状を呈していないか確認。健康調査の結果、
無症状の場合は、健康観察として、１日２回の体温測定および保健師
による問診を１０日間行う。

２.県民への対応
一般の住民の方へ、鳥インフルエンザに関する正しい知識や相談窓口

を設置し､その周知を図るためホームページを開設。
(４ページ配布資料2参照)

福祉保健部の対応について



配布資料１ 防疫作業従事者用

３



配布資料２ 県民の皆様用

４


